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第１章　調査概要

１．要請内容

ハイチ共和国（以下、「ハイチ」と記す）は、2010 年 1 月に発生した大地震により、西県、

南東県、ニップ県の初等・中等学校の約 8 割が倒壊もしくは一部損壊の被害を受け、また、約

800 名の教師・職員が命を落とすなど、教育セクターも大きな影響を被った。

震災後、2010 年 3 月にハイチ政府は「国家復興開発行動計画」（以下、「行動計画」と記

す）を発表し、教育の立て直しをその喫緊の課題の一つとして位置づけた。また、同行動計

画に基づき、ハイチ国民教育・職業訓練省（Ministere de l'Education National et de la Formation 
Proffesionel：MENFP）は同年 8 月に、教育セクターの復興・発展への道筋を示した「ハイチの

教育システムの再構築へ向けた実施計画提言 2010 ～ 2015」（以下、「実施計画提言」と記す）

を発表した。実施計画提言は 9 つのサブセクターを含む包括的な内容となっているが、このう

ち中等教育については入学率の改善を目標に掲げ、そのための教室建設及び教員養成に重点的

に取り組むとされている。

実施計画提言のうち、教室建設については、さまざまな開発パートナーの支援を受けなが

ら、まだ適切な教室数には程遠いとはいえ一定の進捗がみられている一方、教員養成について

は、国立ハイチ大学（Universite d'Etad d'Haiti：UEH）に属し、中等教育レベルの教員を養成す

る唯一の国立機関である国立教員養成校（Ecole Normale Superieure：ENS）の校舎が地震により

倒壊したことで、深刻な課題を抱えている。現在 ENS は仮設の建物にて授業を継続している

が、教室や機材の不足、騒音、日中の暑さなど、教授・学習環境は極めて劣悪な状況であり、

前述の実施計画提言の目標達成に支障を来している。このような状況を踏まえ、ハイチ政府は

わが国に対し、ENS の再建及び必要機材の整備に係る無償資金協力を要請した。

２．調査目的

要請背景を踏まえると、本計画実施の必要性・緊急性は高いと判断できるものの、教員養成

に係る制度・計画、先方実施体制、崩壊した構造物の解体・撤去方針等の確認、並びに、施設

の適正規模の設定やコンポーネントの精査など、より詳細な情報収集が必要であると考えられ

る。本調査は、要請内容の詳細及び妥当性を確認するとともに、無償資金協力案件として適切

な概略設計調査を実施するため、調査対象、調査内容、調査規模等を明確にすることを目的と

する。

３．調査団の構成

担当分野 氏名 所属先

1 総括 興梠　康一郎 JICA  人間開発部

2 協力企画 中条　典彦 JICA  人間開発部

3 施設計画／調達事情 横堀　淳一 毛利建築設計事務所

4 機材計画／教育事情 古角　信弘 福永設計

5 通訳（フランス語） 安土　和夫 財団法人日本国際協力センター



－ 2 －

４．調査日程

2012 年 10 月 7 日（日）～ 29 日（月）

No. 日 曜日

官団員 コンサルタント団員

（a）総括 （b）協力企画
（a）施設計画 /

調達事情

（b）機材計画 /
教育事情

（C）通訳

興梠康一郎 中条典彦 横堀淳一 古角信弘 安土和夫

1 10 月 7 日 日

【羽田 00:05（JL 002） → San Francisco 17:20】
【San Francisco20:55 （JL7546）→ Miami 05:15（AA377）

→ Port au Prince09:00】

2 10 月 8 日 月
JICA ハイチフィールドオフィス表敬・UEH 表敬・

ENS 表敬・協議

3 10 月 9 日 火
MENFP 総局・高等教育局表敬・国立大学統合キャン

パス候補地（ダミアン地区）

4 10 月 10 日 水
V&F Consulting 
S.A 社、ENS

ENS、UEH 科学部、商工省、商工会

議所

5 10 月 11 日 木

スイス連

盟、Kit 
MIYAMOTO、

Panexus 社、

ENS、米国国際

開発庁（USAID）

Office Star 社、スイス連盟、USAID

6 10 月 12 日 金

フランス開発庁

（AFD）、世界銀

行、LNDTP

UEH 農学部、ENS、キスケヤ大学、

キャットプレソアー一貫校

7 10 月 13 日 土 再委託先契約

8 10 月 14 日 日 団内協議、資料整理

9 10 月 15 日 月

国連児童基金

（UNICEF）、教

育省学校建設

局、スペイ

ン国際協力庁

（AECID）

UNICEF、教育省中等教育局

10 10 月 16 日 火

BID、教育省学

校建設局、公共

建設・輸送・通

信省（MTPTC）

BID、教育省計画 / 対外協力局、

MTPTC

11 10 月 17 日 水

【羽田 00:05（JL 002） → San　
Francisco 17:20】

【San Francisco 20:55 （JL7546）→ 
Miami 05:15（AA377）→ Port au 

Prince09:00】

団内協議、資料整理

12 10 月 18 日 木 JICA ハイチフィールドオフィス協議、ダミアン敷地調査

13 10 月 19 日 金 JICA ハイチフィールドオフィス協議、UEH、教育省、財務省、ENS

14 10 月 20 日 土 関連施設訪問 関連施設訪問

15 10 月 21 日 日 団内協議 団内協議、資料整理

16 10 月 22 日 月 ミニッツ提案　UEH

17 10 月 23 日 火 ミニッツ協議・署名　UEH
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18 10 月 24 日 水 キスケヤ大学・市場調査

19 10 月 25 日 木

大使館報告、離 Port au Prince
【Santo　Domingo16:15　

（AA1138）→　】

ENS

20 10 月 26 日 金
Miami 08:10　→　10:35 Los 

Angeles Los Angeles13:00（JL061）
ENS

21 10 月 27 日 土 【→ 16:50　成田】
離 Port au Prince

【Port au Prince17:15（AA1908）→ 19:21Miami】

22 10 月 28 日 日
【Miami08:25（AA299）→ 10:50Los 
Angeles Los Angeles12:55（JL061）→】

Miami08:25
（AA299）

→10:50Los Angeles 
Los Angeles13:00
（JL062）→】

23 10 月 29 日 月 【→ 16:50　成田】

５．主要面談者

（1）国立ハイチ大学（UEH）

Mr. Jean Vernet HENRY 学長

Mr. Fritz DESHOMMES 副学長

Mr. Jean POINCY 副学長

（2）国立教員養成校（ENS）
Mr. Fritz ROSEMOND 国立教員養成校理事（経営担当）

Mr. Jean Fritzner ETIENNE 国立教員養成校理事（財務担当）

（3）国民教育・職業訓練省（MENFP）
Mr.Cretzer MATHURIN 官房長

Mr. Joseph Charles LEVELT 総務局長

Ms. Florence Pierre LOUIS 高等教育 ･ 科学技術局長

Mr.Lazare Joseph ACCOU 学校建設局長

Mr. Jackson PLATEAU 中等教育局長

Mr. Joseph Marc CESAR 計画・対外協力局長

（4）計画・国際協力省（MPCE）
Mr.Wilner VALCIN 計画局長

（5）公共建設・輸送・通信省（MTPTC）
Mr.Alfred PIARD 公共建設局長

（6）世界銀行

Ms. Monique MANIGAT 教育案件担当
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（7）国際開発銀行

Ms.Anouk EWALD 教育セクター専門家

（8）国連児童基金（UNICEF）
Ms.Naoko IMOTO プロジェクト担当

Ms.Denise VENTURINI 建設ユニット責任者

（9）米国国際開発庁（USAID）

Ms. Loretta GARDEN 教育セクション責任者

Mr. Hervé L. Jean-Charles 教育プログラムアドバイザー

（10）フランス開発庁（AFD）

Mr. Julien BLACHIR プロジェクト担当

Ms. Chantal ROQUES 教育省顧問

（11）スペイン国際協力庁（AECID）

Ms. Eva JUNYENT 国際協力プログラム責任者

Ms. Alma MARTIN PEREZ 教育プロジェクト責任者

６．調査結果概要

（1）先方との協議結果

本調査は予備調査であり、要請内容並びにその優先順位及び妥当性の確認を行うととも

に、本体調査の計画策定に必要な情報収集・前提条件の整理を行うことを目的として派遣さ

れたものである。よって、ハイチ側に対して、調査団の帰国後に本調査の結果を踏まえて、

本プロジェクトの無償資金協力案件としての妥当性及び無償資金協力実施のための準備調査

の実施可否が日本側で検討されること、及び、現段階では同調査の実施可否を含む一切の

コミットメントはできないことを説明し、この点について先方の理解を得た。なお、本調査

における主な確認・合意事項については、付属資料のとおり先方とミニッツを署名・交換し

た。主な協議内容は次のとおり。

1）　建設予定地

調査団は、ENS 再建予定地が特定されていないことが現時点での最大の懸念点である

と判断し、ミニッツにおいても、この点の整理に主眼を置いた。現時点において検討可能

な建設候補地に係る調査団の見解は次のとおり。

○ 当初要請にあった現在の ENS 敷地は、所有権が明確でないこと、要請規模に比して狭

小であること、ハイチ政府による官庁移転マスタープランに合致しないことから、調査

団は建設予定地として不適格と判断した。

○  UEH 移転予定地（ダミアン）は、現時点では更地化されていないほか、更地化のため

には生活者の移転問題・森林伐採による生態系への影響・水源地水質への影響等への調

査が必要であり、これらに対するハイチ側の対応を見極める必要がある。

○ このほか、財務省によれば、国有地は財務省が一元管理を行っており、UEH からの要
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望があれば新たな国有地を UEH に提供することも可能とのことであった。これに基づ

けば、第三の敷地を建設予定地とする可能性も考えられる。

以上から、UEH がハイチ関係省庁との調整を行ったうえで、2012 年 12 月 31 日までに

JICA に対して建設候補地を文書で連絡することとした。

2）　実施体制の確認

UEH が教育省から独立した機関であり、予算についても UEH は直接に財務省に対して

予算要求を行っていることが確認された。このため、本プロジェクトの実施機関を UEH
とし、プロジェクト実施にあたり必要となる関係省庁との調整は UEH が責任をもって行

う体制とした。

3）　要請内容の確認

UEH 及び ENS から聞き取りを行い、その内容をミニッツにて確認した。なお今回は、

ミニッツ協議までにハイチ側からの十分な情報提供がなされなかったことから、要請内容

精査までは行っておらず、先方の要請内容を確認するまでにとどめた。ただし、ENS の

活動実績（学生数、コース数等）、カリキュラム、崩壊前の施設・機材の整備・維持管理

状況、人員配置・予算計画、他ドナーの支援状況等については、ミニッツ署名後に先方政

府から提出された資料を基に本報告書にまとめている。

4）　安全管理対策

先方要請書に「ENS 理事会と UEH の大学区本部は、必要に応じて国家警察と連携し、

プロジェクトチームが最も安全な条件下で作業できるよう必要な措置を取る（仮訳）」と

記載されていることを踏まえ、想定されている具体的措置の内容についてハイチ側に確認

するとともに、サイト周辺の治安状況等を踏まえ、その他必要な安全管理措置はないか検

討することも本調査団の調査対象であったものの、サイトが特定されていないことから、

本件については先方と協議を行わなかった。

（2）現地調査結果要約

ハイチ側も教育の充実を掲げており、そのための教員の養成を急務としているが、本件

ENS の案件を進めるうえで大きな問題点として用地確保問題があることが確認された。現

在の ENS の敷地は市街地の官庁移転マスタープランの対象地であるほか、ENS に敷地使用

権はない。また、UEH 所有のダミアンの統合キャンパス構想地での建設も、マスタープラ

ンの作成、環境社会配慮調査の必要性、土地整備等で数年を要するものと予想される。した

がって、本計画の早期の実施には、代替地として第三の候補地を UEH が関係機関との調整

を経て、日本側に提示するのが望ましいと考えられるが、その場合も候補地の規模、確保状

況を確認する必要があるため、再度の予備調査の実施から入るのが望ましい。

（3）現地調査後のハイチ側の回答とこれを受けての対応

建設予定地に係る UEH の回答文書は 2012 年 12 月 27 日付でハイチフィールドオフィスに

提出された。ここでは、ENS 建設候補地を UEH 所有のダミアン統合キャンパス構想地とす

ることが明記されていた。

これを受けて、日本側関係機関で対応を検討した結果、ダミアンの土地での本計画実施に

よって、敷地造成に伴う生態系への影響及び国内震災避難民の大規模非自発的移転が生じる
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可能性が高く、これに伴う環境社会配慮ガイドラインに沿った手続きを迅速にとることにも

困難が予想されることから、同地への建設を前提とした事業の継続は適切ではないと判断さ

れた。また、ハイチ政府が、現在提示している土地とは別の建設候補地を確保することは難

しいと表明していることから、本件調査はこれまでに実施した調査をもって終了することと

した。

2013 年 3 月 11 日付で、本調査を終了する旨の JICA ハイチフィールドオフィス事務所長によ

るレターを、ハイチ政府宛に送付した。
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第２章　要請の確認

１．要請の経緯と内容

ハイチは中南米地域で最も教育が立ち遅れている国の一つである。教育指標を見ると、初等

教育就学率が 77％、中等教育就学率が 25％〔以上、“Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des 
Services（EMMUS）, 2012”〕、13 歳以上の非識字率が 57％（World Development Indicator 2012）で

あり、同地域の平均と比較しても低い数値にとどまっている。また、ハイチでは全国の初等及

び中等教育の学校の 9 割を私立校が占めているが、政府の脆弱な組織体制・行政能力により、

教育行政とこれら私立校との連携・調整が十分に機能しているとは言い難い。このような状況

のなか、ハイチは開発パートナーと連携・協働して、教育セクター全体の改善に向けた各種

取り組みを進めてきた。しかしながら、2010 年 1 月に発生した大地震により、西県、南東県、

ニップ県の初等・中等学校の約 8 割が倒壊もしくは一部損壊の被害を受け、また、約 800 名の

教師・職員が命を落とすなど、ハイチは教育セクターの発展を阻害する大きな影響を被った。

現在、被災地の多くの学校が仮設の教室にて二部制の授業を行っているが、教室不足、教員不

足などさまざまな問題に直面している。

震災後、2010 年 3 月にハイチ政府は「行動計画」を発表し、教育の立て直しをその喫緊の

課題の一つとして位置づけた。また、同行動計画に基づき、MENFP は同年 8 月に、教育セク

ターの復興・発展への道筋を示した「実施計画提言」を発表した。実施計画提言は 9 つのサブ

セクターを含む包括的な内容となっているが、このうち中等教育については入学率の改善を目

標に掲げ、そのための教室建設及び教員養成に重点的に取り組むとされている。

実施計画提言のうち、教室建設については、さまざまな開発パートナーの支援を受けなが

ら、まだ適切な教室数には程遠いとはいえ一定の進捗がみられている一方、教員養成について

は、UEH に属し、中等教育レベルの教員を養成する唯一の国立機関である ENS の校舎が地震

により倒壊したことで、深刻な課題を抱えている。現在 ENS は仮設の建物にて授業を継続し

ているが、教室や機材の不足、騒音、日中の暑さなど、教授・学習環境は極めて劣悪な状況で

あり、前述の実施計画提言の目標達成に支障を来している。このような状況を踏まえ、ハイチ

政府はわが国に対し、ENS の再建及び必要機材の整備に係る無償資金協力を要請した。

当初要請書の要請内容は次のとおり。

1）　施　設

教室 30 室、実験室 4 室、学長室、学長秘書室、学科長室、教員室、運営管理職員室、

運営管理補佐職員室、会計室、警備員室、複写室、配管・電気工事機材用の倉庫、学生用

談話室、講堂、情報処理室、ビデオ会議室、図書室、食堂等

2）　機材（協力準備調査を通じて詳細を確認）

教育家具、AV 機材、IT 機材、化学・生物実験機材、ビデオ会議機材、事務管理用機材

等

3）　建設用地の更地化
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２．要請の背景

（1）ハイチの一般状況

1）　地理・社会状況

ハイチは、中央アメリカの西インド諸島の大アンティル諸島内のイスパニョーラ島西

部に位置する共和制国家である。総面積は 2 万 7,750 ㎢（北海道の約 3 分の 1）、総人口は

1,000 万人強である。東にドミニカ共和国と国境を接し、カリブ海のウィンドワード海峡

を隔てて北西にキューバが、ジャマイカ海峡を隔てて西にジャマイカが存在する。首都は

ポルトープランス。1804 年の独立はラテンアメリカ初、かつアメリカ大陸で 2 番目であ

り、世界初の黒人による共和制国家でもあるが、独立以来現在まで混乱が続いている。

ハイチの地方行政区分の最上位にあるのは、10 の県である。ハイチでは地方自治権は

与えられておらず、県は中央政策の執行機関としての役割を担っている。現在地方分権化

の動きがあるが、制度として準備ができておらず、地方分権に伴う組織形成を他ドナーか

らの支援の下、各省庁が準備を進めている。

ハイチの地勢は、主として岩の多い山々からなっており、沿岸部にはわずかながら平野

や谷間を流れる川がある。中央部から東部は、大きく隆起した台地になっている。最高峰

はラ・セル山（2,680m）。首都ポルトープランスが国内最大の都市であり、約 200 万人が

住む。長年にわたる乱伐で山は禿山だらけになっており、そのために保水力がなく、ハリ

ケーンが通過するたびに大きな被害がもたらされている。

2）　経済状況

ハイチは国民 1 人当たり GNI が 670US ドル（World Development Indicator 2012）であり、

中南米地域最貧国に位置づけられている。また国民の 70％近くが、自給のための小規模

な農場に依存しており、経済活動人口の 3 分の 2 が農業に従事しているが、規模が零細で

あるうえに灌漑設備等の農業インフラが不十分で雨水に依存した伝統的農法に頼ってお

り、過耕作、土地の荒廃なども影響して農業生産性は極めて低い。それでも、デュバリエ

政権時代は、ハイチが国際的にも孤立していたため、食糧の自給は最重要課題として位置

づけられ、政府の手厚い保護政策の下、食糧自給率は 80％、コメの自給率は 100％を誇っ

ていた。しかし、民主化後は米国産の安価なコメが多量にハイチに流入しコメ価格は暴落

した結果、質量ともに劣るハイチのコメ農家は次々と田畑を放棄し都市へ仕事を求めるよ

うになり、ハイチの食糧自給率は急落した。現在の食糧自給率は 45％、コメの自給率は

30％未満であり、ハイチ国内は恒常的に食糧不足で、食糧需要の大半を海外からの輸入と

援助に依存している。また、農民が都市部へと流れ失業率は急増したことに加えて、2004
～ 2007 年にかけては、暗殺や身代金目的の無分別な誘拐を特徴とする社会不安が広がっ

た結果として、より危険が少ないとみなされる他の区域への住民の大量移動の動きが生

じ、多くの住民層において貧困化が生じた。

現在の主な外貨収入はコーヒー豆の輸出と国外在住のハイチ人からの送金、そして国際

的な援助である。

3）　国民・言語・宗教

ハイチ人の約 95％がアフリカ系であり、残りはムラート〔白人（主にフランス人）と

アフリカ系の混血〕である。エリートであるムラートとその他の黒人との間の経済的、文

化的、社会的格差が著しく、ハイチの大企業はムラート系の家族企業であることが多い。
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また、海外への移民・難民も多く、米国（マイアミ・ニューヨーク）、カナダ（モントリ

オール）、フランス（パリ）に大規模なハイチ人の移民コミュニティがあり、これらのコ

ミュニティからの送金が大きな外貨収入源となっている。また、北中南米大陸で唯一のフ

ランス語圏を有するカナダが、自国社会の高度高齢化に伴って、特に医療福祉関係の若手

技術者補充を目的として、フランス語圏外国人技術者への門戸を広げており、近年ではモ

ントリオール等のカナダのフランス語圏地域へのハイチ人技術者流出が目立っている。

公用語はフランス語とクレオール語であり、クレオール語は 1987 年に公用語として認

められた。ほとんどのハイチ人はクレオール語を日常的に使うが、公的機関やビジネス、

教育では標準フランス語が使用される。

宗教面においては国民の約 95％がキリスト教徒であるが、このうちカトリックは国教

ともなっており、国民の約 80％が信仰している。また、多くのハイチ人はカトリックの

信仰と並行して、ブードゥー教の慣習も行っているが、ジェンダーや宗教律法上に関する

特筆すべき注意点は特にない。

（2）教育分野（セクター）の状況

1）　教育セクターの上位計画

現在のハイチの教育の枠組みは、1979 年開始の教育改革（教育省大臣 Joseph C. Bernard
当時）と 1987 年制定のハイチ憲法を基礎としている。

1979 年の教育改革では、フランス語に加えて母語であるクレオール語が、公式な教授

言語に加わった。また、1987 年の憲法 32 条 1 ～ 3 項には「教育は国の責務であり、公立校、

私立校の別にかかわらず、初等教育は義務であり、無償である」旨が規定されている 。
他方、2010 年 1 月に発生した大地震後、ハイチ政府は 5 月に「ハイチの復興と発展

のための行動計画（PLAN D’ACTION POUR LE RELÈVEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT 
D’HAÏTI）」を発表した。そのなかで教育は、住居、労働、安全、文化、健康と並んで社

会復興の 6 項目の一つに挙げられており、その再興は急務である。

また、2010 年 8 月には、MENFP が、米州開発銀行（IDB）、教育・人材育成作業グルー

プ（GTEF）と共同で教育分野の「実施計画提言（PLAN OPÉRATIONNEL）2010 ～ 2015」
を策定した。この計画は、同年にハイチ復興暫定委員会（IHRC）で承認され、震災後初

のセクター政策となった。同計画では 9 つの課題が設定され、それぞれ「主軸（主要課題）

－上位目標（改善提言）－目標（2015 年までの達成目標）－活動（投入計画）」で構成さ

れている。課題は教育行政の強化、教育制度の再構築、全教育段階・種別の改善となって

おり、包括的な計画になっている。しかし、内容は非常に野心的であり、多くの活動にお

いて実施までに課題を抱えている状況である。

2）　教育制度

ハイチの教育制度は、フランス方式の制度を踏襲してきており、就学前教育、基礎教

育、中等教育、技術・職業訓練校教育、高等・大学教育の 5 つのレベルより構成されてい

る。1982 年の教育改革法（ベルナール改革）により言語教育方針の策定（フランス語に

加えてクレオール語を公式な教授言語に追加）と 9 年間の基礎教育の創設が試みられた。

また、前述のとおり 1987 年制定の憲法 32 条 1 ～ 3 項には「教育は国の責務であり、公立

校、私立校の別にかかわらず、初等教育は義務であり、無償である」旨が規定されてい
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る。これに基づき、「実施計画提言 2010 ～ 2015」においても 9 年間の基礎教育の義務化・

無償化は政策目標とされており、2015 年までに初等教育段階に相当する 6 年間の無償化

を実現し、その後に前期中等教育段階に相当する 3 年間の無償化に取り組む計画になっ

ている。これに基づき 2011 年 10 月にマーテリー大統領主導による「義務教育無償化政策

（PSUGO）」が開始され、これまで学校がなかった地域を中心に多数の公立学校（学費は

無償）を造り、また私立学校やコミュニティ学校にも助成金をだすことにより、教育の無

償化を進めている。

3）　教育セクターの現状

長年にわたる脆弱な教育行政と大地震の影響により、教育セクターにおいて信頼に足る

統計資料はほとんど存在しない。GTEF1
が作成した資料（Pour un Pacte national sur l’Educatkon 

en Haiti）によれば、基礎教育への就学率は、1990 年時点で 40.1％であったが、その後、

漸増傾向を示して 2002 ～ 03 年には 86.7％に達し、210 万 6,805 人の児童が就学するに至っ

たとされる。一方で、ハイチ統計情報局実施の 2003 年世帯調査データを基に推計すると、

就学率（推計値）は約 60％と計算され、GTEF のデータとの乖離が生じている。効果的な

復興計画の実現には現状把握が不可欠であるため、2011 年にドナーの協力を得て教育セ

クター調査が行われているが、本調査期間中に同調査結果に係る情報は得られなかった。

また、上記 GTEF 作成の資料によれば、旧基礎教育課程の小学 1 ～ 6 年生児童の就学先

をみると、2002 ～ 03 年の就学児童 210 万 6,805 人のうち、81.5％の児童が私立校に通って

いる。同様に、旧中等教育段階の中高一貫校 7 ～ 13 年生生徒についても、58 万 4,954 人

のうち 74.6％が私立校に就学している 。このように、8 割の児童生徒が私立校に就学して

いることがハイチ教育セクターの大きな特徴になっている。

基礎教育の留年率は 13.4％（2003 年）と高く、私立校に比べて公立校の数値が高くなっ

ている。一部の調査では、留年率は次第に改善されてきているとされるものの、留年率の

高さが教育制度の内部効率性を低くさせており、留年は退学の主要な契機にもなっている

状況は変わらない。そのため、「実施計画提言　2010 ～ 2015」では自動進級制の導入が提

起されている。

4）　教員養成制度

ハイチには、ENS を含め 5 種類の教員養成学校が設置されている。教育省に聞き取り

を行ったところ、ハイチの基礎教育校長の経歴として、教員養成学校を卒業した割合は

20％未満であり、私立大学の教育学部を含めても 40％に満たないことが確認された。

≪教員養成制度一覧≫

種別 概要

教員養成校

Des Écoles Normales d’Instituteurs
（ENI） 

初等教員の養成を目的とする公立・私立の教員養成校。

1
　 Groupe de Travail sur l'Education et la Formation (Education and Training Working Group)：プレバル前大統領の顧問グループで教育セ

クターの素案づくりに携わった。
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就学前教員養成校

Des Écoles Normales d’Instituteurs du 
préscolaire（ENIP）

就学前教員の養成を目的とする公立・私立の教員養成

校。

基礎教育教員養成校

Des Centres de Formation pour 
l’Enseignement Fondamental（CFEF）

基礎教育第 3 サイクル（前期中等）教員の養成を目的と

する学校。

大学の教育学部

Les Facultés d’éducation dans les 
universités（FEU）

私立大学の教育学部で、教科教育よりも学校経営を中心

とした教育内容になっている。

国立教員養成校

Écoles Normales Supérieure（ENS）

中等教員の養成を目的とする唯一の国立の教員養成校。

UEH に属し、学生数は約 500 名（2008 年）である。学

部コースと修士コースがあり、前者では文学、言語、哲

学、物理学、化学、自然科学、社会科学、数学、後者で

は歴史、数学、哲学 - 文学の専攻が存在する。

（3）他ドナーによる援助状況・動向

ハイチ教育セクターには 200 近くにも及ぶドナーが支援を行っているが、UNICEF が教

育分野クラスターのコーディネーションを行っている。このうち、基礎教育ドナーテーブ

ルは、UNESCO が、ハイチ教育セクターに大きな影響を与え得る主要ドナー（UNESCO、

UNICEF、IDB、世界銀行、CIDA、USAID など）とその他のドナーに分けてコーディネー

ションを行っている。主なドナーの支援状況は次のとおり。

機関 ガバナンス
幼児教育・基礎教育

（1 ～ 6 ）

基礎教育第

3 サイクル

（7 ～ 9）

中等教育

（高校）
職業訓練

2010 年 10 ～

12 月の拠出

額（単位：

US ドル）

IDB
ガバナンス、

教育統計

無償化政策（財政支援）、建

設、教育の質（学力測定）
学校建設

セクター政

策、職業訓

練校技術協

力

27,761,783

世界銀行
ガバナンス、

教育統計

ガバナンス、無償化政策、

公私立パートナーシップ強

化、カリキュラム改訂、加

速的教員育成、幼児教育教

員育成、低学年読解力強

化、保健教育、学校給食

20,096,285

USAID
公私立パート

ナーシップ強

化

低学年読解力強化 13,500,000

EU
学校建設、教員研修セン

ター（EFACAP）建設・運

営

学校建設 学校建設 11,050,000

カナダ 学校建設 38,915,000
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フランス 教員養成（1 ～ 4 年生）
職業訓練校

技術協力
1,167,000

スイス 学校建設
職業訓練校

技術協力
5,319,000

ILO
セクター政

策

WFP 学校給食 学校給食 101,135,919

UNICEF
教育統計、地

方分権強化

学校建設（1 ～ 6 年生）、無

償化政策（学用品支給）、加

速的教員育成、幼児教育政

策、緊急支援

無償化政策

（学用品支

給）、緊急

支援

47,438,299

UNESCO 教育統計
教員養成、カリキュラム改

訂、防災教育

教員養成

（防災教育）

教員養成

（防災教育）
1,156,830

スペイン
教育統計、地

方分権強化

学校建設、教育統計、教員

養成
1,007,300

Save the 
Children

学校建設、教員養成（低学

年読解力強化、防災）

World Vision 学校建設、幼児教育

３．プロジェクトをとりまく状況

（1）対象施設の現況と問題点

1）　対象施設の現況

国立ハイチ大学教員養成校（ENS）はハイチ唯一の高等教員・大学研究員養成機関であ

り、その設立より一度も専用の施設をもったことがなく、常に空いている既存施設を間借

りし存在してきた。現在のポルトープランス中心部に位置する校舎も、もともとはデュバ

リエ政権時代の秘密警察が使用していた兵舎を使用してきているものであることから、大

学施設としては不都合が多く、敷地面積も十分ではない。そのような状況の下、2010 年 1
月の大地震で多くの建物が崩壊し、現在は木造仮設の管理部門 1 棟及び教室部門 3 棟（9
教室）を応急処置的に建設し運営している。敷地内に 1 棟のみ倒壊を免れた建物について

は、現在補修中であり、図書館として再利用することとなっている。倒壊を免れたとはい

え、補修工事が行われていない部分を目視確認したところでは、柱が完全に座屈してお

り、補修工事を行ったとはいえ実際は座屈した柱の周りをコンクリーで増し打ちした程度

と思われ、いつ倒壊しても不思議ではない、継続利用するには非常に危険な建物であっ

た。特別教室、実験室などは敷地内にはなく、UEH 農学部キャンパスの実験室を間借り

することで授業を行っている。

現在存在する施設機材としては、管理棟には事務家具、教室 3 棟には 9 教室分の机付き

椅子のみとなっている。なお、各教室の収容生徒数は 30 名である。また、教材作成のた

めのコピー室コーナーが、倒壊した建物の半地下部分を利用して設置してある。

UEH はそれぞれの学部が先に単科大学として存在し、その後、既存の単科大学を学部

として統合し国立大学とした経緯がある。そのため、「国立ハイチ大学」としての一体の

施設がないなかで、UEH 評議会において全学部を「ダミアンの敷地」に移転するという

統合キャンパス案が決定された。「ダミアンの敷地」は首都ポルトープランス中心部から
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10 ㎞ほど北に位置している国有地であり、所有権は既に大学側に移されている。

ただし、統合キャンパスへの移転に係る予算のめどが立たないなかで地震が起こり、す

べての学部が建物倒壊の被害にあったことから、それぞれの学部がこれまでの場所で運営

を行い、おのおの再建計画を支援してくれそうなドナーを探している状況である。このう

ち医学部は、現存のポルトープランス中心地の場所に USAID の資金援助を得て再建する

ことが決定し、USAID と詳細を詰めている。また、理学部（物理・化学・生物）もクリ

ントン財団からの支援で、現在存在している場所での建て替えを検討しているとの情報も

得られたが、実態がどこまで動いているのかといった具体的な情報は確認できなかった。

2）　敷地の問題点

第一章で既に概要を記載したが、以下に現在の建設候補地が ENS 再建予定地として適

切でない理由の詳細を述べる。

①　現在の ENS の敷地

・所有権の所在が明確ではないこと

かつては法務省の敷地であったものを、デュバリエ政権時に秘密警察が敷地の一部を

接収し、兵舎を建設。1986 年の同政権崩壊時に、学生が建物を占拠し、以来 36 年間に

わたってこの状況が続いている。現在も書類上は法務省の敷地となっている。

・ハイチが要請する施設規模に応じた面積を有していないこと

敷地は幅 25m、奥行き 86m 程度の楔形の敷地であり、敷地面積は 2,200m2 程度である

一方で、先方政府からの要請からすると施設規模は 7,000m2 以上となる見込みとなる。

そのため、高層建築とせざるを得ないこと、完成後の隣棟間隔が 2m 足らずしか確保で

きないこと、工事中の資材置き場や現場小屋などのスペースが確保できないことを踏

まえると、要請内容に応じた面積を有していないと判断される。

・ハイチ政府による官庁移転マスタープランに含まれていること

現在の ENS の敷地を含む一帯はハイチ政府による官庁移転マスタープランの対象と

なっており、当該敷地は大学施設が建設される地区ではないとされている。

同マスタープランの将来計画によれば、大統領府を中央に、裁判所施設、警察施設、

中央官庁施設を配置することとなっており、ENS 敷地は裁判所施設の建設地と計画さ

れている。

②　UEH 移転計画予定地（ダミアンの敷地）

・敷地の現状

敷地は UEH 農学部及び農水省の建物の隣に位置し、面積は 15ha 程度であり、現状は

樹木が鬱蒼とした自然の雑木林となっている。また、地下水位が高く、首都ポルトー

プランスの水源地でもある。UEH は 3 年ほど前に統合キャンパス計画の一環としてマ

スタープランを作成しており、そのマスタープランをベースに整地される予定とのこ

とであった。既に敷地整備のために 10 万 US ドルの予算が確保され議会承認されたと

している。しかし、現時点では敷地のどの部分が ENS に割り当てられるのか定かでは

ない。

・多くの被災者が居住していること

2010 年 1 月のハイチ大地震以降、被災者 400 世帯あまりが敷地内にテントを張って

居住しており（豚舎、穀物田畑もある）、これら生活している人々の移転（非自発的住
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民移転）も大きな課題である。当敷地整備業務を請け負うこととなっている会社が、政

府の住宅建設プログラムにも参加し、別敷地に被災者のための住宅を建設中との情報

も得たが、同住宅建設の進捗状況は確認できなかった。UEH によると、現在居留して

いる人々は避難民の第 2 陣であり、既に被災直後の人たちには１世帯当たり 200US ド

ル支払って立ち退かせたものの、敷地内に居住すればお金が支給され更に住宅も貰え

るとの情報を手に入れた住民が新たに不法占拠を始めた、とのことである。現在は、

UEH が敷地周辺を壁で囲い、新たな居住者が入ってくることを防いでいる。

・水質汚染への懸念

当該敷地の地下水が首都の水源地となっている一方で、マスタープラン策定の際に環

境への影響評価をどの程度実施したか不明であることから、キャンパス全体の排水計

画等を踏まえた調査を実施する必要がある。

3）　機材の現状、維持管理

ENS が保持する現在の資機材については、既述のとおり全く不足しているだけでなく、

維持管理についてもその概念が欠落しており、現状は清掃員がいるだけである。また、学

校が新設されたのちに、既存校で使用していた資機材（特に家具）が継続して使用可能か

というと、非常に難しいとせざるを得ない。これは、現在使用している機材が椅子、事務

机等の家具に限定されていることに加え、応急処置的に調達されたものであり品質が長期

的な使用に耐え得るものではないためである。

4）　他ドナーの動向

上述のとおり、UEH に対する他ドナーの動きとして確認できたものは、USAID による

医学部再建（及び付随病院の建設）及びクリントン財団による理学部再建の 2 案件である。

両学部とも、統合キャンパス案での移転学部には含まれておらず、現状のポルトープラン

ス中心地での再建であり、中央官庁街近隣となることが、ハイチ政府による官庁移転マス

タープランでも承認されている。

USAID による医学部に関しては現在実施設計までが終了しているとの情報を得た。ま

た、USAID によれば、医学部及び付属病院の建設のみならず、建設後 5 年間の学校・病

院運営費も供与対象としているとのことである。これはハイチ側に全く予算がなく、建物

を引き渡されても運営ができないからであるとの説明を受けた。クリントン財団による支

援に関しては、基本計画が提示され、理学部内には模型も展示されてあったが、現在どの

段階まで話がまとまっているのかは不明である。

（2）プロジェクトの実施・維持管理体制

1）　組織体制

①　UEH
UEH は独立機関であり、窓口となるのは学長室である。学長室は各学部の理事会に対

する指示を行い、各学部への予算措置・管理も行っている。

UEH が実施機関ではあるが、EN/GA 後の銀行開設・手数料の支払い、免税措置などは

財務省が行うため、プロジェクトの円滑な実施に係る諸官庁との調整も必要となり、これ

らも学長室が担うこととなる。また準備工事に係る予算措置に関しても、大学が独立機関

として直接財務省と協議する必要があることから、今後敷地が確定したあとの準備工事等
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に関する説明も十分に行う必要がある。

②　ENS
ENS の運営管理は、フルタイム勤務の教授・管理職員・学生で構成される評議会で選

出された 3 名の理事（経営・管理担当、財務担当、学究担当）により行われている。理事

の任期は 5 年。

調査時点での、教授陣の総数は 91 名でその内訳はフルタイム勤務が 17 名、契約・パー

トタイム勤務が 74 名である。教授は、キャリア教授とノンキャリア教授に 2 分割されて

いるが、その根拠は財務省より任命された否かが設定基準である。現在在籍している 91
名の教授のうち 69 名がキャリア教授、22 名がノンキャリ教授であり、その手当・ボーナ

スの金額に大きな隔たりがみられる。教授陣とは別に、理事会理事 3 名を含めて 31 名の

職員が勤務している。

調査時点の学生数は下記のとおり 553 名であるが、2012 年よりすべての学科が 4 年制

に移行すること、及び歴史 / 地理学科及び化学 / 自然科学科が分割されることにより 7 学

科から 9 学科となることから、学生数は今後 3 年以内に 600 ～ 700 人程度に増加すること

が予想される。学生数の増加により教員数も更に増加するものと考えられる。

ENS 学科

現用言語 現代文学
歴史 / 地
理学科

哲学 数学 物理学
科学 / 自
然科学

合計

第 1 学年学生数 25 人 25 人 42 人 26 人 35 人 32 人 26 人 211 人

第 2 学年学生数 21 人 21 人 20 人 16 人 21 人 18 人 117 人

第 3 学年学生数 22 人 27 人 16 人 36 人 12 人 17 人 41 人 171 人

第 4 学年学生数 41 人 13 人 54 人

計 68 人 73 人 119 人 62 人 63 人 70 人 98 人 553 人

修士課程は、調査時点では哲学、歴史、地理の 3 学科を擁しているが、フランス語学科

の設置を計画しており、4 学科体制となる予定である。

2）　維持管理体制

①　予　算

財務省より UEH に配分された予算が大学内部で再配分されており、2011 ～ 2012 年予算

書によれば、ENS への配分は約 6,600 万円である。ただしそのうち、給料とは別に支給さ

れる勤務手当・ボーナス等が全体の約 8 割を占めており、施設の維持管理・運営費の割合

は非常に少ない。

②　建物の現況

大地震以降教授陣・職員の努力により学校としての機能が回復しつつあるが、震災以前

の状態とは程遠い。壊れた建物の修復が続いているが、建物構造を根本から改修すること

はできず表面上の修復にとどまっている。これらの建物を長期間にわたって使用すること

は不可能であり、常に崩壊のリスクを背負って使用しているといえる。

加えて、授業で使用されている仮設建物は、約 30m2 と狭小で扉も窓も隔壁もない教室

に 30 名の学生を収容せざるを得ず、学習環境としては極めて劣悪な状況といえる。



－ 16 －

４．建設事情

（1）法規関連

1）　建築法規

建設法規に関して、ハイチ独自の法規は存在せず、長年フランス法規（NF）をベース

としていたが、耐震設計に関する概念は全くなかった。震災を契機に、ハイチの特性に合

わせた建築基準法規策定の必要性を感じた政府は、現在、公共建設・輸送・通信省、公共

建設局（MTPTC/DGC）に対し作成を指示している。しかし実際には、各ドナーの意見を

取り入れながら作成しているため、基準とする法規の相違により法規の完成に至らず、結

局、完成するまでのつなぎ措置として、基本的に NF などの法規から必要部分を抜粋した

設計基準書を製作し、近く公布する予定であるとのことであった。

この設計基準書には参照しなければならない法規の基準が記載されている。この冊子
2

の作成は主にスイス開発局（DDC）との共同作業で行っており、また、耐震設計専門家

としてハイチ政府へのアドバイザーとして顧問職に就いている日本人構造設計者の Kit 
MIYAMOTO 氏が監修している。ここでは構造設計を行う場合の基準となる数値、特に地

震力、耐風圧等が記載されているが、ガイドラインは欧米ドナーを中心にまとめているた

め、参照するべき法令がすべて米国系国際スタンダード（IBC）あるいは NF となってい

るのが特徴であり、BS（イギリス系）は使用されていない。また、当然ながら日本の規

格に関しても記載がない。

本案件実施に際して日本基準の設計を行う場合、日本の基準が IBC あるいは NF と比べ

安全面上、耐震設計上、同等あるいはそれ以上であることを先方に説明する必要がある。

またその際に日本基準で設計した場合でもオーバースペックとなっていないことを説明す

る必要もある。本調査団に対し、DGC 局長は、日本の基準、品質が高いことは十分承知

しているが、その基準をハイチにそのままもって来られてオーバースペックな仕様で設計

がなされて、建物単価が高額になることは避けたいとのコメントを行ったことが象徴的で

ある。

2）　確認申請

ハイチではドナー案件であっても確認申請は必要であり、工事区域の管轄市役所に書類

を提出し、市役所から MTPTC/DGC に確認申請の書類が提出される。提出にあたっては

図面、仕様書のほかに役所が発行している各種書類が必要となる。1 万 m2 規模の案件で

あれば技術審査に要する期間が最低 1 カ月とされ、事務手続きも考慮すると確認申請機関

で 2 ～ 3 カ月程度の時間を要することになる。ただし実際には、申請承認を行う DGC に、

確認業務を行えるエンジニア数が限られているため、承認までの時間はこれ以上となるこ

とが多い。なお、USAID が現在計画中の UEH 医学部の確認申請は提出して既に 4 カ月以

上経っているが、いまだ審議中とのことであった。なお、ポルトープランスでは、特に住

宅用建築では許可申請をしないで建設していることが多い。

3）　地質・地盤調査

ボーリング調査は、一般的に 2 階建て以上の建物の場合は義務づけられている（明文化

はされていないので NF の解釈であろうと思われる）。ポルトープランスは盆地になって

2
　 「Regles de Calcul Interimere pour les Batiments en Haiti」（ハイチにおける構造物の設計計算ガイドライン）
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おり、地下水位も比較的高く、膨張土や塩分を多く含んだ土質も存在するため、地質調査

は重要である。なお、一般的に 5,000m2 の敷地に目いっぱい建設する場合にはボーリング

調査は 8 カ所程度行うのが通例であるそうである。

下記 4）のとおり、ハイチには公的試験場が 1 カ所
3
しかなく、また私立試験場の結果を

国が認めていないため、公的資料として工事書類を残す場合には公的試験場に頼まざるを

得ない。業務が 1 カ所に集中しており煩雑なため、調査期間に余裕をもっておく必要があ

る。

4）　公的試験場

前述のとおり、ハイチの公的試験場は 1 カ所しかなく、民間の試験場は存在するが、公

的な試験結果とはみなされない。同試験場では地質調査、ボーリング調査、コンクリート

配合試験、コンクリート圧縮試験を行うことができる一方で、鉄筋引っ張り検査や化学試

験（コンクリートの塩分試験等）は測定機械がないためできない。また、圧縮試験の機械

は半マニュアル式の測定機械が 2 台あるのみであり、国中の試験を一手に引き受けている

ことを考慮すると、試験を行いレポートが提出されるまでは相当日数がかかることが想定

されるため、建設の際には品質管理の対策を十分に考えておく必要があると思われる。

（2）標準設計

教育省学校建設局が管轄しているのは高校までの施設であり、大学、専門学校等に関して

は管轄外である。DGC でも大学施設レベルの標準設計は作成しておらず、設計者の提案に

任されている。

なお基礎教育・中等教育学校施設の標準設計も存在していない。現在 DDC や世界銀行な

どが学校の標準設計を教育省学校建設局と共同で設定しようとしており、DDC は独自のプ

ロトタイプ教室を 2012 年度に建設した。しかし、いまだに教育省からは学校教室の標準設

計としての承認は得られておらず、自主提案の域を出ていない。基礎教育・中等教育の制度

が変更したこともあり、現在基準となる教室数を何教室とするべきか等でも教育省と調整を

行っている段階である。

これまでの教室の例から判断する教室サイズは、低・中学年教室 30m2、高学年（小学校 5
年以上）教室 40m2 であり、1 クラスの人数が 40 人（現状は過密教室である）、天井高さを 2.4m
以上（ただし一般的には 3m）としているようである。

（3）施工・調達事情

1）　施工会社

ハイチでは、施工会社の登録制度がないに等しく、建設業に属する企業は無数に存在す

るが、そのうち信頼することができる会社は数社のみである。現地で優良な施工会社と

されているのは、V&F　Consulting S.A. 社（フランス系）、GDG 社（アメリカ系）、Panexus
社（100％ローカル・ハイチ系）、Tessinat 社の 4 社であり、このうち今回調査を行うこと

ができた 3 社の概要は次のとおり。

3
　LaboratoireNationaleDu BatimentetTravaux Pubics (LNDBTP)
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①　V&F（Vorbe et Fils）Consulting S.A. 社
土木工事専門部門、粗骨材販売部門、建設機材レンタル会社 , 電力供給会社等をもつ家

族企業 GROUPE JEAN VORBE 社の一部門である。独自の生コンプラントはもっていない

が、フランス系セメント会社の CEMEX と専売契約を行っており、生コンはすべて同社製

を使用している。また、独自の採石場を確保しているほか、コンクリートブロック工場も

所有している。コンクリートブロックの生産は 1 万ブロック / 日である。

V&F 社は PKO 活動を行っている自衛隊駐屯施設、UN 職員の仮設住居の建設を担当し

た実績をもつ。

②　GDG Beton 社

アメリカに親会社を置く GDG 社であるが、ハイチには 2000 年より進出を果たしてお

り、現時点において、ハイチ最大級の生コン・サプライヤーである。生コンの製造キャパ

シティは 100 ～ 150 ㎥ / 時であり、ニーズに合わせてさまざまな強度のコンクリートの提

供が可能である。生コンプラントを港エリアに保有、生コン車を 10 台保有しており、ハ

イチ各地に生コンをデリバリーしてきた実績がある。また、建設機材レンタル業も営んで

おり、V&F 社に続く国内 2 番手である。

建設会社としても国内有数の実力と経験を有しており、代表的な施工案件には、米国大

使館、カナダ大使館、DIGICEL 本社ビル（12 階建て）、UNIBANK 本社ビル等がある。ま

た、学校建設（特に大学施設などまとまった大型案件）にも実績がある。

③　Panexus 社
住宅系のメーカーとしてスタートした会社であり、2010 年以降は倒壊建物の改修に力

を入れている。集合住宅、商業施設、学校と実績を多数もつ。HT-Beton というハイチの

生コン会社と専売契約を結んでいる。

2）　調達事情

ハイチにおいて、公共調達業務は基本的に公共建築・運輸・通信省（MTPTC）の DGC
が行うものとされており、公共事業条例にのっとった入札関連規定が存在し、調達規則、

調達方法、入札手順、入札評価などが定められている。一方で、中等教育までの学校関連

施設の建設に関しては、MENFP の学校建設局が入札業務を担当する。ただし、ドナー支

援に関しては公共事業条例の適用除外となっている。

ハイチでは基本的な建設資材はすべて輸入に頼っており、唯一国内で自給できるのはコ

ンクリート用骨材と砂である。骨材に関しては石灰岩系、バサルト（玄武岩）系が入手可

能である。

セメントに関しては、上述の米系企業の GDG が生コンプラントを所有し、国内最大手

を誇っている。フランス系企業の CEMEX も進出しており、ハイチ国内でのセメント生産

を準備している。他方、ポルトープランス市内は常に大渋滞であるため、生コンが現場に

到達するまでの時間管理に配慮が必要となる。

砂・粗骨材に関しては、国内の川砂、石切り場から調達しており、大手建設業は自前の

砂、粗骨材の入手ルートを確保している。

その他の主要資材に関しては輸入業者による調達に頼っているが、国内調達がすべて可

能である。輸入元は EU（フランス）、米国、中国（家具電気製品等）、中南米がメインで

ある。一般的に調達は 1 カ月であるが、資材によっては 2 カ月かかる場合もあり、確認が
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必要である。

（4）免税措置・付加価値税

1）　免税手続き

免税手続きに関しては、基本的に実施機関である UEH が関係省庁、特に財務省と調整

をすることになる。ただし、USAID が UEH をカウンターパート機関として実施している

医学部建設プロジェクトでは、財務省及び UEH それぞれの担当者が免税措置について十

分に理解しておらず、手続きに時間を要しているとのことであった。協力準備調査の際

に、再度役割分担を説明し、関係者間で免税手続きの確認を行うことが必要である。

2）　付加価値税

ハイチにおける付加価値税率は 10％である。免税で資材を購入する場合は、税関に必

要書類を提出して免税措置の承認を受ける必要があり、こうした業務は専門のブローカー

が行うのが一般的である。ただし、ポルトープランスの輸入業者には、付加価値税の免除

を商品のディスカウント（輸入会社の負担で付加価値税相当額を値引きする）と考えてい

る業者もあり、業務実施の際には関係業者に周知することが必要かと思われる。なお、税

関での免税手続きに 1 ～ 2 カ月要する場合もあるため、発注の都度、免税手続きに要する

時間を確認することが重要である。

（5）家具調達事情

ハイチで入手可能な家具機材は、すべて第三国からの輸入品である。主な輸入元は米国・

ヨーロッパ・中国・台湾・日本である。ポルトープランスには多くの機材・家具店があるが

在庫は少なく、注文に応じてインターネットにより輸入されている。そのためメーカーは問

わず輸入可能であるが、現物を入手するまでに約 2 ～ 4 カ月必要となることが多い。

５．要請内容の妥当性の検討

（1）教員養成における授業の実情と要請内容

ENS は、震災前は 13 教室を有していたものの、それでも７教室分が不足していて青空教

室で授業を行っていた。現在は、仮設の木造教室 9 教室のみであり、その他は屋外で授業を

行っている。また、実験室は震災以前より有しておらず、従来から他学部の実験室設備を間

借りして授業を行っていた。現在は農学部の実験室を間借りして授業を行っている。

教育実習に関しては、震災以後は施設不足のために行われていないが、震災前は実施され

ていた。現在も予算の確保（移動手段・日当の手配）と受入学校が確保できれば実施したい

との意向をもっている。

今後 ENS は、社会学科を歴史学科、地理学科に 2 分し、物理・化学科を物理科、化学科

に 2 分し、現行の 7 学科を 9 学科に増やす予定であり、教職員も増員することを検討してい

る。これは、不足する理系教員の充足、自国と現代国際社会に対する理解の強化、及び各科

の学生数増加を目的としたものである。本調査によって確認された要請内容は、付属資料に

記載されているとおりであるが、これは 9 学科になったあとの規模を基にしている。
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（2）要請内容の妥当性の検証

1）　管理棟

管理部門、総務部門、教員部門、支援部門からなる。

管理部門は ENS の運営を任されている 3 人の理事の事務所及び秘書室からなる。運営

上必要な部門であり、それぞれ経営、財務、学務と専用の職にあるため、個別の執務室及

び専用の秘書の必要性も認められる。よって、要請は機材内容、規模ともに妥当である。

総務部門は、総務・経理・人事・資材管理者が理事（管理部門）の指示の下日々の対応

を行う部門であり、それぞれの担当者の執務スペース、また秘書室（秘書室長及び 4 人の

秘書）と、書類倉庫からなる。よって、要請は機材内容、規模ともに妥当である。

教員部門は、ENS の教職員のための部門である。9 つある学科の学科長執務室のほか

に、常駐教授（1 学科 4 名）の研究室、非常勤講師の職員室（文系教員用と理系教員用が

各 1 室ずつ）、非常勤講師用のロッカー、教員食堂からなる。学科長執務室及び常勤教授

の研究室に加え、非常勤講師が 100 名前後になると予測されることを踏まえると非常勤講

師用の職員室・ロッカーの妥当性は認められるが、教職員専用の食堂については必要性を

改めて確認する必要がある。

支援部門は資料作成のためのコピー室、維持管理職員（清掃員）控室及び機材倉庫から

なる。いずれも学校運営上必要と認められるものであり、要請は機材内容、規模ともに妥

当である。

2）　講　堂

ENS の規模からすれば、入学式・卒業式・各種記念講演等を実施するための講堂の必

要性は認められる。既存の他大学でも同様の施設を有することが確認できたため、本要請

も機材内容、規模ともに妥当であると考えられる。

3）　教室等

要請は 36 教室である。これは学科、学年ごとに 1 教室としたものである（9 学科× 4
学年＝ 36 教室）。履修項目が多岐にわたり、各学科各学年とも 1 日の授業時間数が 5 時間

程度とされていることから、要請教室数は妥当であると考えられる。また、1 学年 30 人

程度とされており、学生がすべて大人の体格であることを踏まえると、60m2 という教室

面積は通路を含めて生徒 1 人当たり 2m2 となり、妥当であるといえる。

ただし、今回の調査では学生数の経年推移を把握できておらず、また、今後の 9 学科制

への移行もどこまで実施されるのか、現段階では判断が難しい。実際に、教授への給料支

払いといった予算措置の課題から 7 学科のままで当面存続する可能性も残っており、その

場合には教室数が過剰供給となってしまうおそれがある。教室数の確定にあたっては、今

後の学生数・学科数の推移を慎重に確認する必要がある。

4）　特殊教室・実験室棟

特殊教室として TV 会議室と教養課程講堂、実験室として 5 室が要請されている。

教養課程講堂については、授業カリキュラム表にも一般教養の授業が示されていること

から、理数系、文科系の 2 系統に分けての設置は妥当であるといえる。

実験室は科学実験室が 3 教室（物理・化学・生物）のほか、語学ラボ及び地学室が要請

されている。科学実験に供する実験室の必要性は、現状も他大学のラボを借用して授業を

行っていると聞いているため、十分に認められる。ただし、実際に 3 教室必要であるか、
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2 教室に集約できるかはカリキュラムの精査が必要である。当然、実験内容が異なるの

で、使用機材は異なるが、使用頻度によっては実験準備室を設けることによって対応でき

る可能性がある。協力準備調査で必要性を確認することが必要である。

語学ラボに関しては、大学レベルでの語学教員の養成であることからすると一定の設備

は必要であると考えられるが、語学の授業をどのように行っているのか、授業カリキュラ

ム、及びシラバスの精査が必要である。

地理室に関しては、世界地図、地形図等、専門の機材を要するために専門の教室が必要

であるとの理由で要請に含まれている。これらの授業を一般教室で行うことも可能ではあ

るが、特殊機材をその都度運搬することを考慮すると、専用実験室を設置する妥当性も認

められるが、必要機材の種類や使用頻度をカリキュラムから精査することが必要である。

TV 会議室については、UEH 大学ネットワーク構想とよばれる構想において、公立大学

間、公立 / 私立大学間、海外提携大学とのコミュニケーションを図っていくとされている

ことから、必要であるとの説明を受けた。しかしながらこの構想が実際にどのように運営

されていくのかは未定であり、現時点では必要性の判断ができない。

特別教室・実験室として要請されている諸室に関しては、各部屋の利用頻度をカリキュ

ラムとも相互参照し、おのおのの妥当性を判断する必要があり、また、大学側とも更なる

協議が必要であると思われるため、コンポーネントとして残すかどうかの最終的な判断

は、協力準備調査での詳細な情報収集を行ったうえで決めるべきであると考えられる。

5）　図書館棟

大学として必要不可欠な施設である。震災前にも設置されており、現在も管理棟、教室

棟について使用可能なレベルの施設が建設されたことを受けて、ENS としても次に対応

を計画している施設でもある。現状では倒壊を免れた建物を、図書館として再利用するべ

く応急的な改修作業をしているため、長期利用には耐えられない。書籍に関しては、改修

工事の期間中、段ボールに箱詰めされ、教室の一部に保管されていた。実際に建設する場

合には書籍数も確認したうえで、書庫室、閲覧室の面積を決定すべきと考えるが、現時点

で要請されている必要面積等は妥当であると考える。

6）　コンピュータ室

これも大学として必要不可欠な施設である。現在も、管理棟の一部がコンピュータ室と

なっており、学生が使用できるようになっている。他方で、コンピュータの台数や必要面

積などはコンピュータ室の利用方法等を確認したうえで決定する必要がある。計画上は図

書館棟の一部にコンピュータ室を設けることも考えられる。

7）　修士課程教室

フランス語学科の設置を見越して 4 教室が要請されているが、現時点では、大学側が実

際に、修士課程をどこで実施するのかも不明である。ENS の敷地をダミアンの統合キャ

ンパス敷地としない場合には、UEH 学長室からは、統合キャンパスに ENS が不在である

ことを避けるために、少なくとも修士課程、博士課程は統合キャンパスに設置したいとの

要望がなされている。建設場所を確定したのちに、修士課程教室の必要性について改めて

検討する必要があると考えられる。
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8）　学生寮棟

1 年生を対象とした学生寮の設置は、地方から出て来た学生にとって、新環境に慣れる

までの安定した生活環境の確保として意義ある施設であり、また休講中（夏休み等）に研

修等を行う際の研修参加者の宿泊施設としても利用できるため、必要な施設といえる。対

象を 1 年生のみとしているのは、2 年目以降は学生も街中に下宿を探すことが可能である

こと、及び宿泊施設の規模を大きく取りすぎないことによる。想定は 1 室 6 人部屋として

いるが、実際の規模に関しては、今後詳細な調査が必要といえる。

9）　教育実習のための付属学校

カリキュラムには教育実習が含まれているものの、実際には実施困難な状況が続いてい

る。これは、受入校が見つからないことと、移動・日当の予算が確保できないことが主な

原因である。また、中等教育施設の数が圧倒的に不足していることから、1 クラスに 100
人程度の生徒が授業を受けており、このような環境で学生が教育実習を行うことは困難で

あると予測される。

以上を踏まえれば、ENS 付属の中等教育学校を設置し、ENS の授業カリキュラムのな

かに教育実習授業を完全に取り込むことを可能にするのは、有意義であるともいえる。中

等教育学校に必要な実験室等は ENS の施設を使用すれば良く、図書館等付随施設も ENS 
と供用することができる。現状では、教育の現場での訓練を受ける機会が乏しい環境であ

ることからすると、付属学校の設置の妥当性が認められる。
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第３章　結論・提言

１．協力内容の妥当性・必要性

（1）協力内容のスクリーニング

協力内容のスクリーニングに関しては、基礎教育分野への支援に向けて多くのドナーが

入っているなかで、中等教育を支援するドナーが限られていること、ENS がハイチで唯一

の中等教育教員の養成機関であること、そして、ENS としては一度も独自の施設を所有し

たことがなく震災後は仮設の校舎での授業を余儀なくされていること、等を踏まえると実施

の妥当性は十分にある。加えて、現在使用している校舎の安全性を考えると、本計画実施の

緊急性も認められる。

ただし、現地調査時点では本計画実施に適した敷地が確保されていないため、この点につ

いてハイチ側の対応を待たざるを得ない。ハイチ側の回答期限を 2012 年 12 月 30 日と設定

し、期日を過ぎて回答がない場合には本案件が実施されないことも含め、双方合意のうえミ

ニッツに明記している。

（2）協力内容のスコーピング

ENS の現在の敷地及びダミアンの統合キャンパス敷地のいずれも問題を抱えていること

から、ハイチ側から別敷地が提案されることも想定されるが、その場合には再度敷地調査を

行う必要がある。敷地調査の結果、案件実施が可能であると判断された場合、協力内容のス

コーピングとしては、教室規模や特殊教室の必要性等、本案件に取り込むべきかを判断する

ための協議調査が必要な項目はあるが、現在要請されている施設・機材を前提とすると、敷

地面積はおおむね 8,000m2 程度となり、現地での一般的な学校建設費が m2 当たり 500US ド

ル、病院建設で m2 当たり 1,500US ドルであることを考慮すると、平均で m2 当たり 1,000US
ドル程度、全体で 8 億円程度の規模の建設費となると予想される。

２．現地調査後のハイチ側の回答とこれを受けての対応

現地調査で交換したミニッツに対する UEH の回答文書は 2012 年 12 月 27 日付でハイチフィー

ルドオフィスに提出された。主な内容は次のとおり。

・ ENS 建設候補地を、UEH 移転計画地であるダミアンとすること

・ 財務省としてはダミアン以外の土地を新たに確保することは困難であること

・ ダミアンの土地に住んでいる国内避難民の移転については手続きを進めつつあること

・ 財務省は、ダミアンでの事業実施の第 1 フェーズとして、4 億グールド（約 8 億円）の予算

を確保したこと

これを受けた対応を日本側関係機関で検討した結果、ダミアンの土地での本計画実施によっ

て、

・ 敷地造成に伴う生態系への影響

・ 首都ポルトープランスの水源地となっている地下水水質への影響

・ 国内震災避難民の大規模非自発的移転が生じること

といった懸念が挙げられ、環境社会配慮ガイドラインに沿った手続きが求められることは確実
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である。他方で、これらの手続きに要する作業日数、コスト、各種調整等では相当の困難が予想

されることから、同地への建設を前提とした事業の継続は適切ではないと判断された。また、ハ

イチ政府が、当初要請からは異なる場所を建設予定地とすることなど変更点が多いこともあり、

新しい土地を用意して ENS を再建したいのであれば要請のやり直しを行うことが妥当であると

考えられる。以上から、本件調査はこれまでに実施した調査をもって終了することとした。

2013 年 3 月 11 日付で、本調査を終了する旨の JICA ドミニカ共和国事務所長によるレターを、

ハイチ政府宛に送付した。



付　属　資　料

１．予備調査ミニッツ
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１．予備調査ミニッツ
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